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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・班名】 福祉介護課・地域福祉班 

個人情報ファイルの名称 災害時避難行動要支援者名簿 

行政機関等の名称 南部町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉介護課 

個人情報ファイルの利用目的 
避難行動要支援者の情報を管理し、災害発生時の安否確認や避

難支援に備えるため 

記録項目 

1宛名番号、2氏名カナ、3氏名、4生年月日、5年齢、6性別、

7 郵便番号、8 住基住所、9 電話番号、10 続柄、11 世帯番号、

12世帯主氏名、13世帯人数、14家族情報、15要支援判定日、

16 要支援判定事由、17 要支援削除日、18 要支援削除事由、19

要支援申請日、20 世帯情報、21 実世帯人数、22 生活住所、23

入院先、24かかりつけ医、25病名、26入所施設、27生活保護、

28身障等級、29身障部位、30愛護等級、31精神等級、32要介

護認定、33認知症、34難病、35装着医療機器、36最新確認日、

37消防団、38民児委員、39行政区、40担当職員、41緊急通報

設置、42火災警報器設置、43被災歴、44避難方法、45避難所、

46避難携行品、47避難先留意、48緊急連絡先、49支援者、50

特記事項、51住宅情報、52暖房器具、53既往歴、54福祉用具、

55救急医療情報キット 

記録範囲 
65歳以上のみの世帯員、身体障害者手帳１・２級、愛護手帳Ａ、

精神障害者保健福祉手帳１級を所持する者、要介護３以上の者 

記録情報の収集方法 住民基本台帳、本人、家族、民生委員児童委員 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 
町内消防署（分署、分遣所）、警察署、社会福祉協議会、民生

委員児童委員、 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）南部町総務課 

（所在地）〒039-0592 南部町大字平字広場 28番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 



2 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考  

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・班名】 福祉介護課・地域福祉班 

個人情報ファイルの名称 給付金台帳 

行政機関等の名称 南部町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉介護課 

個人情報ファイルの利用目的 住民税非課税世帯に対し給付金を給付する事務を行うため 

記録項目 

1宛名番号、2住所、3世帯員カナ氏名、4生年月日、5年齢、 

6続柄、7本人申告状況、8課税区分、9扶養者状況、10扶養者

課税状況、11申請書番号、12申請者名、13発行日、14受付日、

15受付状況、16支給予定日、17支給される口座情報 

記録範囲 基準日において住民登録がある者 

記録情報の収集方法 住民基本台帳および住民税申告情報 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）南部町総務課 

（所在地）〒039-0592 南部町大字平字広場 28番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考  

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 


